
項目 契約番号 件名 契約相手方
契約金額
（税込）

中央エンタープライズ株式会社 19,521,232円

法人番号：9011501007532 （令和6年度分）

葉隠勇進株式会社 37,074,400円

法人番号：5180001014753 （令和6年度分）

東京ケータリング株式会社 16,115,000円

法人番号：3011001030453 （令和6年度分）

株式会社弁正 18,559,778円

法人番号：6011501008632 （令和6年度分）

中央エンタープライズ株式会社 23,281,830円

法人番号：9011501007532 （令和6年度分）

東京ケータリング株式会社 27,610,000円

法人番号：3011001030453 （令和6年度分）

ＨＩＴＯＷＡフードサービス株式会社 22,081,290円

法人番号：2010001096448 （令和6年度分）

中央エンタープライズ株式会社 21,131,275円

法人番号：9011501007532 （令和6年度分）

葉隠勇進株式会社 26,914,800円

法人番号：5180001014753 （令和6年度分）

ＨＩＴＯＷＡフードサービス株式会社 26,862,000円

法人番号：2010001096448 （令和6年度分）

ＨＩＴＯＷＡフードサービス株式会社 23,336,579円

法人番号：2010001096448 （令和6年度分）

株式会社東洋食品 28,108,300円

法人番号：2010501035764 （令和6年度分）

随意契約（相手方指定）調書

件　　名 学校給食調理業務委託（継続分）

履行期間 令和６年４月１日から令和９年３月３１日まで（長期継続契約）

契約締結日 令和６年４月１日

備　　考

2 5200022
学校給食調理業務委託（汐入小学
校）

1

6 5200029

総価契約

相手方指定理由 別紙に記載のとおり。

3 5200024
学校給食調理業務委託（第三峡田
小学校）

5200021
学校給食調理業務委託（第二瑞光
小学校）

4 5200025
学校給食調理業務委託（第四峡田
小学校）

5 52000028

5200034

12 5200035

7 5200030

8 5200031

9 5200032

学校給食調理業務委託（南千住第
二中学校）

10 5200033

11

学校給食調理業務委託（諏訪台中
学校）

学校給食調理業務委託（原中学
校）

学校給食調理業務委託（第三日暮
里小学校）

学校給食調理業務委託（第二日暮
里小学校）

学校給食調理業務委託（尾久宮前
小学校）

学校給食調理業務委託（尾久第六
小学校）

学校給食調理業務委託（赤土小学
校）



物品契約・随意契約（相手方指定） 

契約審査委員会資料 

経理課契約係 R6.2.2 

業者選定理由書 

件  名 学校給食調理業務委託（尾久西小学校他１２件） 

対 象 校 

及 び 

指 名 業 者 

(案) 

（1）プロポーザル案件・１件（小学校１校） 

（2）継続案件・１２件（小学校９校、中学校３校） 

※対象となる小中学校及び指名業者（案）は、次のページのとおり 

特命理由 

 

本件は、区立小・中学校における給食調理業務を委託するものである。 

 

学校給食調理業務委託について、令和３年度契約案件からプロポーザル方式に

よる業者選定方法を導入したため、年度ごとの学校の規模や受託案件数のバラン

スを考慮し、全体の調整を行っている。 

主管課からは、「荒川区立小・中学校及びこども園給食調理業務委託業者評価委

員会（以下「評価委員会」という。）」を設置のうえ、既存事業者の履行評価及び

プロポーザル参加事業者の評価を行い、対象となる１３校の委託先候補者を選定

し、部の機種・業者選定委員会の了承を得た上で、各業者を契約相手方に指定し

たい旨の依頼があった。 

 

経理課として検討したところ、 

（１） プロポーザル案件については、評価委員会により評価基準を定め、申 

   し込みのあった６社について、業務の実施体制や衛生管理の内容・工夫 

等に関し評価・採点を行っているが、葉隠勇進株式会社は８割以上の得 

点率と第１位の評価を得ている。 

（２） 継続案件については、令和５年度の履行状況を審査・評価している 

が、対象となる１２校はいずれも９割以上の総合得点を獲得し、「良好」 

との評価判定を得ている。 

 

以上の理由から安定的かつ確実な業務履行が期待できるため、選定は妥当であ

ると判断し、各業者を相手方とした随意契約を締結する。 

その他 

特記事項 

 

〇根拠規定：地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

（性質又は目的が競争入札に適さないもの） 

○本件は、長期継続契約とする契約を定める条例（平成１７年条例第５６号）及

び同条例施行規則の規定に該当するため、令和６年４月１日から令和９年３月

３１日までの長期継続契約を締結する。 



物品契約・随意契約（相手方指定） 

指名業者一覧（プロポーザル案件） 

 

 

１ 尾久西小学校 

業者名  葉隠勇進株式会社 

代表者  代表取締役 大隈 太嘉志 

所在地  東京都港区芝四丁目１３ー３ ＰＭＯ田町東１０Ｆ 

 

 

指名業者一覧（継続案件） 

 

  

 

 １ 第二瑞光小学校 

   業者名  中央エンタープライズ株式会社 

   代表者  代表取締役 鈴木俊行 

   所在地  東京都荒川区荒川三丁目７３番２号 松本ビル３０６ 

  

 ２ 汐入小学校 

   業者名  葉隠勇進株式会社 

   代表者  代表取締役 大隈 太嘉志 

   所在地  東京都港区芝四丁目１３ー３ ＰＭＯ田町東１０Ｆ 

  

 ３ 第三峡田小学校 

   業者名  東京ケータリング株式会社 

   代表者  代表取締役 鈴木 隆文 

   所在地  東京都新宿区左門町 3 番地 1 左門イレブンビル 3 階 

  

 ４ 第四峡田小学校 

   業者名  株式会社弁正 

   代表者  代表取締役 永見 正隆 

   所在地  東京都荒川区荒川四丁目４２番１２号 

  

 ５ 尾久第六小学校 

   業者名  中央エンタープライズ株式会社 

   代表者  代表取締役 鈴木俊行 

   所在地  東京都荒川区荒川三丁目７３番２号 松本ビル３０６ 

  

 ６ 赤土小学校 

   業者名  東京ケータリング株式会社 

   代表者  代表取締役 鈴木 隆文 

   所在地  東京都新宿区左門町 3 番地 1 左門イレブンビル 3 階 

  



物品契約・随意契約（相手方指定） 

 

 

  

 ７ 尾久宮前小学校 

   業者名  ＨＩＴＯＷＡフードサービス株式会社 

   代表者  代表取締役 嘉村 浩 

   所在地  東京都港区港南二丁目１５番３号 品川インターシティ C 棟 

  

 ８ 第二日暮里小学校 

   業者名  中央エンタープライズ株式会社 

   代表者  代表取締役 鈴木俊行 

   所在地  東京都荒川区荒川三丁目７３番２号 松本ビル３０６ 

  

 ９ 第三日暮里小学校 

   業者名  葉隠勇進株式会社 

   代表者  代表取締役 大隈 太嘉志 

   所在地  東京都港区芝四丁目１３ー３ ＰＭＯ田町東１０Ｆ 

  

 １０ 南千住第二中学校 

   業者名  ＨＩＴＯＷＡフードサービス株式会社 

   代表者  代表取締役 嘉村 浩 

   所在地  東京都港区港南二丁目１５番３号 品川インターシティ C 棟 

  

 １１ 原中学校 

   業者名  ＨＩＴＯＷＡフードサービス株式会社 

   代表者  代表取締役 嘉村 浩 

   所在地  東京都港区港南二丁目１５番３号 品川インターシティ C 棟 

  

 １２ 諏訪台中学校 

   業者名  株式会社東洋食品 

   代表者  代表取締役 荻久保 英男 

   所在地  東京都台東区東上野一丁目１４番４号 

 


